
     令和６年 10 月 2 日 

会 員 各 位 

近畿税理士会  和歌山支部 

 支 部 ⾧   坂 本 忠 進 

支 部 定 例 役 員 会 報 告 
 

開催日時 令和６年 10 月 2 日(水)午後 1 時 30 分より 
開催場所 和歌山県税理士会館「会議室」 
出 席 者  23 名  正副支部⾧ 6 名 幹事 15 名 監事 1 名 理事 1 名 

                        会場出席  15 名 Web 出席 8 名 
 
支部⾧協議事項  ･  役員選考委員の公募結果と選任について 

~応募者なし、各団体より選考委員候補者を選出 異議なく承認 
 
支部⾧報告     ･  会議出席等報告 

             9/6    和歌山大学との検討会 
    9/10  近畿税理士会和歌山県支部連合会 令和 6 年度第 1 回支部連会議 

9/10  和歌山県税理士協同組合 第 47 回通常総会 
9/13  近畿税理士政治連盟 令和 5 年度定期大会 
9/18  令和 6 年度 本会と支部役員との連絡会議 
9/24  ㈱大阪税理士会館 令和 6 年度第 1 回取締役会 
9/25  大阪国税局⾧との懇談会 
10/1  近税正風会和歌山県支部 正副支部⾧会 
10/2  和歌山税務署 第 3 回支部懇談会 
 
11/25 和歌山県専門士業団体連絡協議会主催｢よろず無料相談会｣が開催されます。 
(別紙参照) 

 
 【審議･協議事項】 

業務対策委員会  ･  認定支援機関の認定更新申請にかかる案内文の内容について 
～異議なく承認(別紙参照) 

          
【報告事項】  

総務委員会    ･  会員に関する事項 
          ～令和 6 年 9 月 20 日現在 税理士会員 228 名 税理士法人会員 25 社 

･  本会との連絡会議について(9 月 18 日㈬正副支部⾧ 4 名および若手税理士 1 名出席) 
～｢①危機管理 ②租税教室講師 ③女性･若手税理士交流部会｣の 3 点について､ 
  和歌山支部より質問を行った。 

･  危機管理緊急連絡体制ブロック責任者会議について(9 月 19 日㈭開催) 
～ブロック内会員名簿及び和歌山支部 危機管理規則について、説明を行った。 

           (責任者 15 名中 13 名出席) 
         
業務対策委員会  ･  研修会の実施について(会場参加型研修) 

           ～①日 時：令和 6 年 12 月 13 日㈮ 午後 2 時～5 時 
      場 所：ホテルグランヴィア和歌山 
      テーマ：①税制改正 ②キャッシュレス納付 

講 師：和歌山税務署 担当官 
～②日 時：令和 7 年 1 月 21 日(火) 午後 1 時 30 分～4 時 30 分 

      場 所：和歌山城ホール 大会議室 
      テーマ：確定申告の誤りやすい事例(仮) 

講 師：和歌山税務署 担当官 
 

租税教育推進委員会   ･ 税に関する高校生の作文における選考作業～9 月 27 日㈮～10 月 2 日㈬選考 
･ 近畿税理士会支部租税教育担当者会議(web)～10 月 17 日出席予定 

 
税務支援対策委員会  ･  10/22 記帳説明会(和歌山税務署・和歌山納税協会共同開催)～講師 1 名選任 

         ･ 10/24 一日合同行政相談所(総務省近畿管区行政評価局主催)～相談員 3 名選任 
 
 
行事予定は裏面をご参照ください 

  



                          行事予定  

10 月の予定 
日時    場所         内容      備考 

７日(月)13:00～16:00 県･税理士会館 税務相談センター(青木俊典）  

１５日(火)13:00～16:00 県･税理士会館 税務相談センター(奥智香子）  

２１日(月)13:00～16:00 県･税理士会館 税務相談センター(宮田幹夫）  

２３日(水)13:00～16:00 和歌山市役所２階 市民相談センター(山本一博･内西真樹）  

２４日(木)13:00～16:00 和歌山ビッグ愛 一日合同行政相談所(小山琢志･和田全史･田村朋也) 総務省近畿管区行政評価局 

 
11 月の予定 

日時    場所         内容      備考 

 ５日(火)13:00～16:00 県･税理士会館 税務相談センター(岩見文章）  

 ６日(水)10:00～ 県･税理士会館 令和 6 年度 第 7 回 定例役員会 Web 会議 

１１日(月)13:00～16:00 県･税理士会館 税務相談センター(坂本忠進）  

１８日(月)13:00～16:00 県･税理士会館 税務相談センター(番匠 勇）  

２５日(月)13:00～ 和歌山ビッグ愛 よろず無料相談会(小山琢志･玉置康仁） 和歌山県専門士業団体連絡協議会 

２７日(水)13:00～16:00 和歌山市役所２階 市民相談センター(宮下智之･西川格央）  
 
12 月の予定 

日時    場所         内容      備考 

 ２日(月)13:00～16:00 県･税理士会館 税務相談センター(岡野良平）  

 ４日(水)13:30～ 県･税理士会館 令和 6 年度 第 8 回 定例役員会 Web 会議 

 ９日(月)13:00～16:00 県･税理士会館 税務相談センター(額田朋子）  

１３日(金)14:00～17:00 ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ和歌山 研修会  

１３日(金)17:15～ ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ和歌山 年末意見交換会  

１６日(月)13:00～16:00 県･税理士会館 税務相談センター(竹中英起）  

２５日(水)13:00～16:00 和歌山市役所２階 市民相談センター(紙中建治･山下 勤）  
 





令和６年 10 月２日 
会員各位 
 

近畿税理士会和歌山支部 
支部長 坂本 忠進 

担当副支部長 藤原 光男 

 

経営革新等支援機関の認定の更新申請について 

 
拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は会務運営にご理解、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

 経営革新等支援機関（以下、「認定支援機関」という）制度においては、2018年 7月に施行

された改正中小企業等経営強化法により、全ての認定支援機関に対して更新が求められるこ

ととなりました。このため、認定支援機関は５年ごとに更新を申請する必要があり、更新が

認定されないと、その期間の経過によって認定の効力を失います。 

また、認定支援機関の申請・届出については、その手続きは全て電子化されており、認定

支援機関電子申請システムでの手続きが必要です。 

このシステムを利用する場合は、申請者においてＧビズＩＤアカウント（gBizID プライム

もしくは gBizIDメンバー）を所持している必要があります。ＧビズＩＤアカウントとは、１

つのＩＤ・パスワードで様々な行政サービスにログインできるサービスです。アカウントを

お持ちでない方は gBizIDプライムのご登録をお願いいたします。 

なお、ＧビズＩＤアカウントの取得には原則２週間程度かかります。また、更新申請につ

きましても時期によっては審査に時間を要する場合もありますので、ご自身の認定有効期限

にあわせ、計画的にＩＤアカウントを取得のうえ、更新手続きをしていただきますようお願

いいたします。 

 今後、業務対策委員会では、「経営革新等支援機関の認定の更新申請」をテーマとした業務

デジタル化相談会を開催する予定ですので、是非ご活用ください。 

以上 
 

認定有効期限日については、認定支援機関検索サイトで、認定有効期限日毎の申請 

〆切日については、中小企業庁サイトでそれぞれご確認いただくようお願いいたします。 

 認定支援機関検索サイト https://www.ninteishien.go.jp/NSK_CertificationArea 

 中小企業庁サイト   https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/ 

 



※ もし、更新申請を行わなかった、もしくは申請したものの書類不備があったなどにより更新認定が行われ

ずに有効期限を満了した場合は、認定が失効し、認定支援機関としての業務が出来なくなります。

具体的な更新申請の方法

【手順①：GビズIDの作成】
（取得済の方は不要）

・デジタル庁の専用ページから可能です。
手続きに必要なものをご確認のうえ、
申請してください。
（https://gbiz-id.go.jp/top/）

・GビズIDを既に取得しているか分からない
場合は、同ページのお問合せ先へご連
絡ください。

https://gbiz-id.go.jp/top/


【手順②：自機関の認定有効期限日を確認】
・認定支援機関検索システムにてご自身の該当ページで確認できます
（https://www.ninteishien.go.jp/NSK_CertificationArea）

https://www.ninteishien.go.jp/NSK_CertificationArea


【手順③：申請締切日を把握】
・中小企業庁のHPにて有効期限日毎の申請締切日を確認し、余裕をもって更新申請
できる締切日を把握します。
（https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/index.htm）

あくまで最終的な締切日

例えば、余裕をもってこの締切日ま
でに更新申請。
ただし、次回の有効期限日は新し
い更新認定日(この例の場合は
2024年7月3日）から5年間とな
りますのでご留意ください。

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/index.htm


【手順④：電子申請システムにて更新申請】
・電子申請システムのHPにて、ログインボタンからGビズIDでログインを行い、案内に沿って
更新申請してください。
（https://www.ninteishien.go.jp/）

https://www.ninteishien.go.jp/
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